
児
童
厚
生
員
（
非
常
勤
）
若
干
名

■
応
募
資
格
／
町
内
在
住
（
近
隣
町
村
在

住
で
通
勤
可
）
で
保
育
士
資
格
ま
た
は

教
員
免
許
が
あ
る
者
、
ま
た
は
児
童
関

連
事
業
に
2
年
以
上
の
従
事
経
験
を
有

す
る
者

■
任
用
期
間
／
採
用
決
定
～
平
成
31
年
3

月
31
日
（
以
降
更
新
可
能
）

■
業
務
内
容
／
児
童
へ
の
遊
び
を
通
じ
た

生
活
指
導

■
勤
務
時
間
／
月
曜
は
10
時
～
18
時
ま
た

は
13
時
～
18
時
、
火
～
金
曜
は
11
時
～

　

18
時
ま
た
は
13
時
～
18
時
、
土
曜
は
8

　

時
～
14
時
ま
た
は
12
時
～
18
時

■
勤
務
場
所
／
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ

■
賃
金
・
待
遇
／
月
額
11
～
15
万
円
程
度

・
通
常
営
業
日
は
7
時
30
分
～
16
時

・
ナ
イ
タ
ー
営
業
日
は
①
と
②
の
交
代
制

①
7
時
30
分
～
14
時
30
分
②
14
時
～
21
時

■
賃
金
／
時
給
９
５
０
円
※
社
保
有

○
券
売
員
（
パ
ー
ト
）
１
名

■
業
務
内
容
／
ス
キ
ー
場
券
売
業
務

■
勤
務
時
間
／
週
５
日
、
土
日
祝
日
勤
務
有

・
通
常
営
業
日
は
①
と
②
の
交
代
制

①
８
時
～
12
時
15
分
②
11
時
45
分
～
16
時

・
ナ
イ
タ
ー
営
業
日
は
③
と
④
の
交
代
制

③
8
時
～
14
時
45
分
④
14
時
15
分
～
21
時

■
賃
金
／
時
給
８
５
０
円

■
募
集
期
間
／
10
月
1
日
㈪
～
15
日
㈪

高
齢
者
（
60
歳
以
上
）
向
け
（
単
身
可
）

・
ひ
ま
わ
り
団
地
（
北
６
西
５
）
※
エ
レ

　

ベ
ー
タ
ー
有　

2
Ｌ
Ｄ
Ｋ　

１
戸　
　

　

申
請
に
は
必
要
書
類
、
所
得
制
限
な
ど

が
あ
り
ま
す
。
詳
細
は
問
い
合
わ
せ
。

問
建
設
課
住
宅
係
☎
56
―
８
０
１
２

■
抽
選
日
時
／
10
月
15
日
㈪
10
時
～

■
抽
選
会
場
／
Ｍ
Ｍ
Ｓ
後
志
事
務
所
（
南

6
西
2
パ
レ
ス
ワ
キ
ヤ
マ
１
０
１
号
室
）

一
般
世
帯
向
け

・
え
ぞ
富
士
団
地
（
南
4
東
6
）

2
Ｌ
Ｄ
Ｋ　

1
戸　

駐
車
場
有
料

■
申
込
場
所
、
期
間
／
公
民
館
、
10
月
11

日
㈭
～
13
日
㈯
、
9
時
～
18
時
※
13
日

は
Ｍ
Ｍ
Ｓ
後
志
事
務
所
に
て
17
時
ま
で

■
入
居
予
定
日
／
12
月
中
旬

■
そ
の
他
／
入
居
に
関
す
る
要
件
は
直
接

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

問
道
営
住
宅
指
定
管
理
者
マ
ン
シ
ョ
ン
マ

ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
サ
ー
ビ
ス

☎
０
１
３
４
―
34
―
１
３
７
３

　

後
期
入
会
式
に
向
け
て
、
会
員
を
募
集

し
て
い
ま
す
。
1
歳
半
～
未
就
園
児
と
そ

の
保
護
者
が
対
象
で
す
。

■
入
会
式
／
10
月
12
日
㈮
9
時
40
分
～
10

時
受
付

■
活
動
時
間
／
10
時
～
11
時
30
分

■
場
所
／
世
代
交
流
セ
ン
タ
ー

■
会
費
／
月
４
０
０
円
、
保
険
代
（
年
／

子
ど
も
８
０
０
円
・
大
人
３
５
０
円
）

問

w
anpaku-sc@

w
anpaku.sakura.

ne.jp

　

教
育
委
員
会
で
は
、
平
成
31
年
度
に
小

学
校
１
年
生
と
な
る
児
童
を
対
象
と
し
た

健
康
診
断
を
次
の
日
程
で
実
施
し
ま
す
。

診
断
項
目
は
医
師
に
よ
る
内
科
・
歯
科
検

診
、教
育
委
員
会
職
員
な
ど
に
よ
る
視
力
・

聴
力
検
査
で
す
。
詳
し
く
は
、
10
月
中
旬

に
各
家
庭
へ
配
布
す
る
問
診
票
か
町
HP
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

■
健
診
日
時
／
11
月
７
日
㈬
13
時
～
受
付

■
会
場
／
保
健
福
祉
会
館

問
教
育
委
員
会
学
校
教
育
課
☎
56
―
８
０
１
８

　

平
成
31
年
度
の
保
育
施
設
等
へ
の
入
所

申
込
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

■
新
規
・
転
所
入
所
の
申
込
受
付
【
保
育

部
分
】
／
11
月
５
日
～
30
日
（
予
定
）

■
町
内
の
各
保
育
施
設
等
（
平
成
31
年
４

月
１
日
時
点
で
の
子
ど
も
の
年
齢
）

○
く
っ
ち
ゃ
ん
保
育
所
ぬ
く
ぬ
く
（
0

～
2
歳
）

○
認
定
こ
ど
も
園
倶
知
安
幼
稚
園
（
0

～
２
歳
・
3
～
５
歳
）

〇
認
定
こ
ど
も
園
藤
幼
稚
園
（
3
～
5

歳
）

〇
認
定
こ
ど
も
園
め
ぐ
み
幼
稚
園
（
3

～
５
歳
）

※
詳
細
は
広
報
や
町
HP
な
ど
で
改
め
て
お

知
ら
せ
し
ま
す

問
福
祉
医
療
課
少
子
高
齢
化
対
策
室
福
祉　

　

係
☎
23
―
０
５
０
０

倶
知
安
会
場
（
自
衛
官
候
補
生
）

■
日
時
／
10
月
21
日
㈰
の
９
時
、
10
時
、

11
時
か
ら
各
50
分

■
場
所
／
公
民
館
内
2
Ｆ
研
修
室

※
こ
の
日
時
以
外
で
の
説
明
を
希
望
さ
れ

る
場
合
は
、
別
途
調
整
も
可
能
で
す

問
倶
知
安
地
域
事
務
所
☎
23
―
３
５
４
０

　

笹　

山　

武　

市
☎
22
―
２
４
３
３

　

佐
名
木　

幸　

子
☎
22
―
４
３
０
２

　

清　

水　

礼　

子
☎
22
―
０
０
７
５

　

古　

谷　

和　

之
☎
23
―
３
１
６
５

　

特
設
行
政
・
人
権
相
談
所
を
開
設
し
ま

す
。
行
政
相
談
委
員
ら
が
、
行
政
や
人
権

に
対
す
る
苦
情
や
意
見
、
要
望
な
ど
を
お

聞
き
し
ま
す
。
※
相
談
無
料
、
秘
密
厳
守

■
日
時
／
10
月
20
日
㈯
13
時
30
分
～
16
時

■
場
所
／
公
民
館
研
修
室

■
相
談
委
員
／

・
山
品　

幸
子
（
や
ま
し
な　

ゆ
き
こ
）

☎
22
―
０
８
５
１

・
池
田　

寿
恵
子
（
い
け
だ　

す
え
こ
）

☎
22
―
１
７
２
２

・
本
間　

栄
（
ほ
ん
ま　

さ
か
え
）

☎
22
―
３
５
４
４

ま
た
、
行
政
評
価
局
や
法
務
局
で
は
常

時
相
談
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

・「
行
政
苦
情
１
１
０
番
」

☎
０
５
７
０
―
０
９
０
１
１
０

・「
み
ん
な
の
人
権
１
１
０
番
」

☎
０
５
７
０
―
０
０
３
―
１
１
０

問
住
民
環
境
課
生
活
安
全
係
☎
56
―
８
０
０
５

赤
十
字
救
急
法
救
急
員
養
成
講
習

　

急
病
・
け
が
の
手
当
、
搬
送
お
よ
び
救

護
に
つ
い
て
学
習
し
ま
す
。

■
日
時
／
10
月
20
日
㈯
～
21
日
㈰
9
時
～
17
時

■
受
講
対
象
／
救
急
法
基
礎
講
習
修
了
者

■
場
所
／
総
合
体
育
館
２
階
研
修
室

■
受
講
料
／
１
７
０
０
円
（
当
日
）

■
申
込
方
法
／
10
月
10
日
㈬
ま
で
に
氏

名
、
住
所
、
電
話
番
号
、
生
年
月
日
を

添
え
て
問
合
せ
先
宛
て
に
申
し
込
み

問
日
本
赤
十
字
社
倶
知
安
町
分
区
（
住
民

　

環
境
課
生
活
安
全
係
内
）

　

☎
56
―
８
０
０
５
FAX
23
―
２
０
４
４

　

人
や
他
の
動
物
へ
の
危
害
防
止
の
た

め
、
野
犬
掃
討
（
放
た
れ
て
い
る
犬
も
対

象
）
を
実
施
し
ま
す
。

■
日
時
／
10
月
1
日
㈪
～
12
月
30
日
㈰

愛
犬
が
対
象
に
な
ら
な
い
よ
う
、
次
の

こ
と
を
守
り
ま
し
ょ
う
。

①
放
し
飼
い
な
ど
、
逃
げ
出
せ
る
環
境
で

犬
を
飼
育
し
な
い

②
散
歩
の
際
は
必
ず
リ
ー
ド
を
装
着
す
る

③
犬
の
登
録
、狂
犬
病
予
防
注
射
を
行
い
、

登
録
鑑
札
票
、
予
防
注
射
済
票
を
首
輪

に
つ
け
る

④
犬
が
い
な
く
な
っ
た
時
に
は
す
ぐ
に
役

場
に
連
絡
す
る

⑤
犬
が
戻
っ
た
時
の
連
絡
も
忘
れ
ず
に

問
住
民
環
境
課
環
境
対
策
室

☎
56
―
８
０
０
８

　

民
泊
の
始
め
方
や
、
登
録
方
法
に
つ
い

て
の
説
明
会
で
す
。
※
参
加
料
無
料

■
日
時
／
10
月
26
日
㈮
13
時
30
分
～
16
時

■
場
所
／
後
志
総
合
振
興
局
1
階
保
健
所

■
対
象
／
後
志
管
内
在
住
で
民
泊
事
業
を

始
め
た
い
方
※
定
員
30
名

■
申
込
方
法
／
10
月
19
日
㈮
ま
で
に
任
意

の
様
式
に
①
氏
名
②
住
所
・
連
絡
先
③

質
問
事
項
（
あ
れ
ば
）
と
併
せ
て
「
民

泊
セ
ミ
ナ
ー
参
加
希
望
」
と
記
載
し
、

Ｆ
Ａ
Ｘ
か
メ
ー
ル
で
次
に
申
込
み

問
後
志
総
合
振
興
局
観
光
振
興
係

　

☎
23
―
１
３
６
５
FAX
22
―
０
９
０
１

shiribeshi.kankou@
pref.hokkaido.

lg.jp

（
関
野
・
佐
藤
）

周

知

町内の各種グループ・サークルの催しなどをお知らせください
※掲載希望月の前月 10 日までに総合政策課企画振興室広報広聴係へ要連絡

納税だより

暮らしの

Information

－11－

【公的年金からの町道民税の特別徴収】

　平成 30 年 4 月 1 日に 65 歳以上で、前年中の公的年金に

対して町道民税が生じた方は、次の①または②のとおりと

なります。

①昭和 27 年 4 月 3 日から昭和 28 年 4 月 2 日生まれの方

今年の 10 月から公的年金特別徴収が始まります。公的

年金に係る年税額の半分を 2 回に分け、6 月と 8 月に納付

書（口座振替）で納め、残った年税額は 10 月、12 月、2

月に支給される年金から徴収となります。

②昭和 27 年 4 月 2 日以前生まれの方

昨年度何らかの事情で特別徴収が中止になった方以外

は、年 6回の公的年金支給時に徴収となります。前年度の

年金に係る税額の半分の額を、4 月、6 月、8 月に支給さ

れる年金から徴収となります（仮特別徴収）。10 月、12 月、

2 月の年金支給時には、年税額から仮特別徴収される税額

を引いた残額が徴収されます。

※公的年金から特別徴収される町道民税は、公的年金に

係る税額分のみです。公的年金以外の所得に係る町道

民税は、別に納付書や給与からの徴収で納めていただ

きます。

※本年度分の計算の結果、年税額が仮特別徴収額より少

ない場合は還付金が発生します。該当する方には手続

きのご連絡をさせていただいています。

※次に該当する方は対象となりません。

・もともと町道民税が非課税の方

・町道民税の額が公的年金支給額を超える方

・年金の年間支給額が 18 万円未満の方など

問町税務課住民税係☎ 56 － 8003

－10－

募

集

非
常
勤
・
パ
ー
ト
職
員
募
集

町
営
住
宅
入
居
者
募
集

道
営
住
宅
入
居
者
募
集

特
設
行
政
・
人
権
相
談
所

保
育
施
設
等
入
所
申
込
み
に
つ
い
て

わ
ん
ぱ
く
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
会
員

自
衛
官
募
集
説
明
会

町道民税・軽自動車税のこと（窓口⑧）住民税係☎ 56―8003
税金の納付方法、納税相談（窓口⑨）納税係☎ 56―8002
固定資産税のこと（窓口⑩）資産税係☎ 56―8004

赤
十
字
講
習
会

新
就
学
児
童
健
康
診
断

※
社
保
、
雇
用
保
険
、
通
勤
手
当
有

■
申
込
方
法
／
履
歴
書
に
免
許
証
の
写
し

と
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
か
ら
の
紹
介
状
を
添

え
て
提
出

問
申
福
祉
医
療
課
福
祉
係

☎
23
―
０
５
０
０

小
中
学
校
学
習
支
援
員
（
若
干
名
）

■
応
募
資
格
／
教
員
免
許
（
小
・
中
・
高
）

の
い
ず
れ
か
を
所
持
し
て
い
る
方

■
任
用
期
間
／
採
用
決
定
日
～
平
成
31
年

３
月
31
日
（
以
降
更
新
可
能
）

■
業
務
内
容
／
小
中
学
校
に
お
い
て
、
児

童
・
生
徒
の
学
習
支
援
を
行
い
ま
す
。

学
校
行
事
（
運
動
会
、
学
芸
会
な
ど
）

の
補
助
、
児
童
・
生
徒
の
指
導
補
助

■
勤
務
時
間
／
8
時
～
15
時
30
分
ま
で
の

間
の
５
時
間
程
度

■
勤
務
場
所
／
町
内
小
中
学
校

■
賃
金
・
待
遇
／
時
給
千
円
※
社
保
、
雇

用
保
険
、
距
離
に
よ
り
通
勤
手
当
有

　

週
休
二
日
制
（
土
日
祝
）
※
学
校
行
事

　

に
よ
り
土
日
勤
務
の
場
合
は
振
替
※
長

　

期
休
業
中
は
勤
務
が
な
い
た
め
、
そ
の

　

期
間
の
賃
金
支
給
無

■
申
込
方
法
／
履
歴
書
に
教
員
免
許
状
の

写
し
を
添
え
て
提
出

問
申
教
育
委
員
会
学
校
教
育
課

☎
56
―
８
０
１
８

ス
キ
ー
場
リ
フ
ト
係
・
券
売
員

■
応
募
資
格
／
町
内
在
住
の
60
歳
未
満
の
方

■
任
用
期
間
／
12
月
中
旬
～
平
成
31
年
3

月
上
旬

■
勤
務
場
所
／
旭
ケ
丘
ス
キ
ー
場

■
申
込
方
法
／
履
歴
書
に
必
要
事
項
を
記

入
の
上
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
か
ら
の
紹
介

状
を
添
え
て
10
月
12
日
㈮
ま
で
に
提
出

問
申
総
合
体
育
館
☎
22
―
２
２
８
８

○
リ
フ
ト
係
（
パ
ー
ト
）
若
干
名

■
業
務
内
容
／
リ
フ
ト
運
行
管
理
業
務

■
勤
務
時
間
／
週
５
日
、
土
日
祝
日
勤
務
有

野
犬
掃
討

民
泊
セ
ミ
ナ
ー
を
開
催
し
ま
す



　

５
５
４
４
（
総
合
体
育
館
内
）、

　

０
９
０
―
１
５
２
８
―
０
０
８
４
（
石
田
）

　

老
朽
化
し
た
設
備
の
更
新
に
よ
る
、
事

業
者
の
労
働
生
産
性
向
上
を
目
的
と
し
て

お
り
、本
町
で
は
「
導
入
促
進
基
本
計
画
」

に
つ
い
て
国
の
同
意
を
得
て
い
ま
す
。

　

中
小
企
業
者
が
作
成
し
た
「
先
端
設
備

等
導
入
計
画
」
が
町
の
認
定
を
受
け
た
場

合
、次
の
支
援
措
置
を
用
意
し
て
い
ま
す
。

・
導
入
設
備
の
固
定
資
産
税
減
免
（
3
年
間
）

・
計
画
に
基
づ
く
事
業
へ
の
信
用
保
証

・
一
部
の
補
助
金
の
優
先
採
択
（
審
査
時

の
加
点
）
※
詳
し
く
は
町
HP
で
確
認
を

問
ま
ち
づ
く
り
新
幹
線
課
商
工
労
働
・
企

　

業
誘
致
係
☎
56
―
８
０
１
２

■
日
時
／
10
月
14
日
㈰
13
時
開
場
、
13
時

30
分
開
演

■
場
所
／
文
化
福
祉
セ
ン
タ
ー
大
ホ
ー
ル

■
曲
目
／
歌
劇
「
ア
ル
ミ
ー
ダ
序
曲
」
他

　

０
２
０
６

■
日
時
／
10
月
23
日
㈫
13
時
30
分
～
15
時
30
分

■
場
所
／
岩
内
地
方
文
化
セ
ン
タ
ー

■
相
談
員
／
札
幌
地
方
・
家
庭
裁
判
所
岩

内
支
部
所
属
の
民
事
調
停
委
員
お
よ
び

家
事
調
停
委
員

問
岩
内
調
停
協
会

☎
０
１
３
５
―
62
―
０
１
３
８

ニ
セ
コ
山
系
を
歩
く
（
そ
の
2
）

■
内
容
／
チ
セ
ヌ
プ
リ
登
山
―
神
仙
沼

■
日
時
／
10
月
13
日
㈯
7
時
30
分
集
合

※
悪
天
候
の
場
合
は
変
更
有

■
集
合
場
所
／
神
仙
沼
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
駐

車
場

■
持
ち
物
／
飲
料
水
、
軽
食
、
タ
オ
ル
、

雨
具
、
防
寒
具
な
ど

■
参
加
費
／
５
０
０
円
、
小
学
生
以
下

３
０
０
円

問
同
事
務
局
☎
22
―
２
２
８
８
、
FAX
22
―

■
日
時
／
10
月
15
日
㈪
15
時
～
16
時

■
場
所
／
東
林
寺
本
堂

■
講
師
／
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
そ
ら
い
ろ
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
京
都
理
事
長　

赤
松
隆
滋
氏

問
☎
22
―
５
２
２
１
（
遠
谷
）

　

諸
事
情
に
よ
り
、
家
庭
で
暮
ら
せ
な
い

子
ど
も
を
自
分
の
家
に
迎
え
入
れ
て
養
育

す
る
制
度
で
す
。
養
育
里
親
、専
門
里
親
、

養
子
縁
組
里
親
、
親
族
里
親
な
ど
が
あ
り

ま
す
。
お
子
さ
ん
が
い
な
い
方
、
子
育
て

を
終
え
た
方
、
子
育
て
中
の
方
で
も
構
い

ま
せ
ん
。詳
し
く
は
問
い
合
せ
く
だ
さ
い
。

問
北
海
道
中
央
児
童
相
談
所

☎
０
１
１
―
６
３
１
―
０
３
０
１
（
古
川
）

　

子
ど
も
が
遊
べ
る
ス
ペ
ー
ス
も
あ
り
、

町
内
の
飲
食
店
も
多
数
出
店
予
定
で
す
。

■
日
時
／
10
月
16
日
㈫
10
時
30
分
～
12
時

■
場
所
／
世
代
交
流
セ
ン
タ
ー
※
小
銭
、

エ
コ
バ
ッ
グ
の
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

一
般
出
店
、
飲
食
店
も
募
集
中
で
す
。

問

oyakosc@
yahoo.co.jp

　

不
正
軽
油
を
ト
ラ
ッ
ク
な
ど
の
燃
料
用

と
し
て
販
売
ま
た
は
使
用
す
る
と
軽
油
引

取
税
の
脱
税
行
為
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、

こ
れ
ら
の
不
正
軽
油
は
、
排
気
ガ
ス
中
の

Ｐ
Ｍ
（
粒
子
状
物
質
）
や
Ｎ
Ｏ
ｘ
（
窒
素

酸
化
物
）
を
増
加
さ
せ
る
た
め
、
大
気
汚

染
の
原
因
と
な
り
、
自
然
環
境
に
悪
影
響

を
及
ぼ
し
ま
す
。

北
海
道
で
は
、
10
月
を
「
不
正
軽
油
防

止
強
化
月
間
」
と
し
、
不
正
軽
油
を
作
ら

な
い
・
売
ら
な
い
・
買
わ
な
い
・
使
わ
な

い
を
合
い
言
葉
に
、
不
正
軽
油
撲
滅
の
取

組
み
を
強
化
し
ま
す
。
不
正
軽
油
に
関

す
る
情
報
は
次
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

【
不
正
軽
油
１
１
０
番
（
通
話
料
無
料
）】

☎
０
８
０
０
―
８
０
０
２
―
１
１
０

【
後
志
総
合
振
興
局
税
務
課
】

☎
23
―
１
３
３
６
（
直
通
）

　

年
次
有
給
休
暇
と
は
労
働
基
準
法
で
定

め
ら
れ
た
労
働
者
の
権
利
で
す
。
６
カ
月

間
継
続
し
て
雇
用
さ
れ
、
全
労
働
日
の
8

割
以
上
の
出
勤
を
し
て
い
れ
ば
10
日
間
の

年
次
有
給
休
暇
が
付
与
さ
れ
、
申
し
出
に

よ
り
取
得
で
き
ま
す
。（
勤
続
年
数
な
ど

に
応
じ
付
与
日
数
は
異
な
り
ま
す
）

　
「
年
次
有
給
休
暇
の
計
画
的
付
与
制
度
」

の
導
入
を
検
討
し
ま
し
ょ
う

　

労
働
基
準
法
改
正
に
よ
り
、
平
成
31
年

4
月
か
ら
、
使
用
者
は
「
10
日
以
上
の
年

次
有
給
休
暇
が
付
与
さ
れ
る
全
て
の
労
働

者
」
に
対
し
、「
毎
年
5
日
時
季
を
指
定

し
て
有
給
休
暇
を
与
え
る
」
必
要
が
あ
り

ま
す
。
※
こ
の
５
日
間
に
つ
い
て
、
労
働

者
が
取
得
し
た
年
次
有
給
休
暇
の
日
数
分

は
時
季
指
定
の
必
要
が
無
く
な
り
ま
す

問
北
海
道
労
働
局
雇
用
環
境
・
均
等
部
指

　

導
課
☎
０
１
１
―
７
０
９
―
２
７
１
５

　

次
の
と
お
り
改
定
さ
れ
ま
し
た
。

■
最
低
賃
金
額
／
時
間
額
８
３
５
円

■
効
力
発
生
年
月
日
／
平
成
30
年
10
月
１
日

問
北
海
道
労
働
局
労
働
基
準
部
賃
金
室
☎

　

０
１
１
―
７
０
９
―
２
３
１
１
、
小
樽

　

労
働
基
準
監
督
署
倶
知
安
支
署
☎
22
―

消費生活展のご案内

11 月 2 ～ 4 日に開催される町総合文化祭

の展示会に併せて、今年も消費生活展を世

代交流センターで開く予定です。

★リサイクルコーナーでは、リフォームや

リサイクルに関する知恵を募集し、良い知

恵を町民に分けてくださる方の作品を展示

します。応募してくださる方は、説明書や

現物を 10 月 20 日までに消費者協会事務局

までお届けください。詳細を打ち合わせの

上、展示します。

★地産地消のコーナーも設けます。

地震の後、悪質なデマや詐欺が心配されま

す。冷静に考えておかしいと感じたら、消

費生活相談室へ連絡ください。

■消費生活相談室（公民館１階団体室）

■月・水・金曜日 10 時～ 15 時☎ 23-1522

消 費 者 コ ー ナ ー
倶知安消費者協会

－12－

秋
の
火
災
予
防
運
動
を
実
施
し
ま
す

　

朝
晩
の
冷
え
込
む
秋
を
迎
え
ま
し
た
。

暖
房
器
具
の
使
用
が
増
え
、
火
災
が
発
生

し
や
す
く
な
る
こ
の
時
期
、
10
月
15
日
か

ら
31
日
ま
で
の
期
間
、
全
道
一
斉
に
火
災

予
防
運
動
が
実
施
さ
れ
ま
す
。

　

火
災
予
防
運
動
は
、
全
国
統
一
標
語
の

「
忘
れ
て
な
い
？
サ
イ
フ
に
ス
マ
ホ
に
火

の
確
認
」
を
合
言
葉
に
、
火
災
に
よ
る
死

傷
者
と
財
産
の
損
失
を
未
然
に
防
ぎ
、
防

火
思
想
を
よ
り
広
く
普
及
す
る
こ
と
を
目

的
と
し
て
実
施
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

放
火
を
防
ぐ
た
め
、
家
の
周
り
に
燃
え

や
す
い
も
の
を
置
か
な
い
こ
と
や
、
コ
ン

ロ
を
使
う
と
き
は
そ
の
場
を
離
れ
な
い
な

ど
、
火
の
用
心
を
お
願
い
し
ま
す
。

消
防
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

ま
ち
の
事
件
簿
ー
地
域
安
全
ニ
ュ
ー
ス

9 月 13 日 ( 木 ) までに住民環境課住民係へ

届け出があったもので、承諾を受けた内容

について掲載しています。

平成 30 年 平成 29 年
人　身 21 件 16 件
物　損 515 件 394 件
死　者 0 名 0 名

8 月末までの
町内交通事故発生状況

平成 30 年 平成 29 年
火　災 6 件 10 件
救　急 551 件 599 件
救　助 25 件 18 件
その他 84 件 118 件

8 月末までの災害出動状況

おたんじょう
おめでとう

人の動き　平成 30 年 8月末現在

人 口

男

女

世　　帯　　数

15,327 人

 7,760 人

 7,567 人

8,073 世帯

（前月比  +22）

（前月比  +19）

（前月比   +3）

（前月比   +6）

うち外国籍住民 629人（前月比   -6）

主
な
事
件

▽
暴
行
事
件
の
発
生

知
人
同
士
で
殴
り
合
う
暴
行
事
件
が
あ

り
ま
し
た
。

▽
窃
盗
（
車
上
ね
ら
い
）
事
件
の
発
生

マ
ン
シ
ョ
ン
ン
の
車
庫
内
の
駐
車
車
両

か
ら
バ
ッ
グ
が
盗
ま
れ
る
窃
盗
事
件
が
あ

り
ま
し
た
。

▽
器
物
損
壊
事
件
の
発
生

会
社
前
に
駐
車
し
て
い
た
車
の
タ
イ
ヤ

が
パ
ン
ク
さ
せ
ら
れ
る
器
物
損
壊
事
件
が

あ
り
ま
し
た
。

交
通
事
故

▽
8
月
1
日
、
国
道
5
号
に
お
い
て
、
右

折
す
る
車
両
と
直
進
す
る
車
両
が
衝
突
す

る
事
故
が
発
生
し
ま
し
た
。

ごめいふくをお祈りします

－13－

こ
の
度
の
地
震
に
あ
た
っ
て

▽
8
月
7
日
、
国
道

5
号
に
お
い
て
、
駐

車
場
か
ら
出
よ
う
と

し
た
車
両
が
脇
見
運

転
を
し
て
ニ
セ
コ
町

方
向
に
走
行
中
の
自

転
車
と
衝
突
す
る
事

故
が
発
生
し
ま
し

た
。

　9 月 6 日未明、胆振地方東部を震源とした地震が発生し、甚

大な被害が生じました。被災された皆さまに対して衷心よりお

見舞いを申し上げるとともに、一刻も早く日常が戻ることを

願っております。今回、皆さま自身あるいは知人に人的・物的

な被害が生じたり、事業が行き詰まった方がいるかもしれませ

ん。そのようなとき、さまざまなお金の支援制度（給付や貸付）

がある他、被災によってローンの支払が困難となるような場合

はそれを減免する制度もあります（被災ローン減免制度）。

　この制度は、災害救助法が適用された自然災害の影響を受け

たことにより、債務の返済が困難となった個人が対象です。ロー

ンを抱えた被災者の方は、まず最も多くのローンがある金融機

関に申し出ることで、弁護士会などを通じて無料で弁護士など

の支援を受けることができます。そして、金融機関と協議しな

がらローン減免の計画を作成し、裁判所の特定調停の手続きを

利用して債務を減免してもらうという制度です。この制度のメ

リットは、貯蓄のうち最大 500 万円と、再建を支援するための

公的な支援金などを手元に残せることです。また、自己破産な

どと違い、いわゆるブラックリストに登録されないため、新た

な借入れを行うこともできるので、生活の再建にも役立ちます。

札幌弁護士会では、被災された方を対象として札幌市やむかわ

町での無料相談会や電話相談を開始しており、詳しい日程など

についてはホームページでも告知されています。お困りの方は

専門家にご相談ください。

北
海
道
最
低
賃
金

無
料
調
停
相
談

マ
マ
に
も
で
き
る
チ
ャ
イ
ル
ド
カ
ッ
ト

親
子
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
バ
ザ
ー

里
親
制
度
に
つ
い
て

10
月
は
年
次
有
給
休
暇
取
得
促
進
期
間

10
月
は
不
正
軽
油
防
止
強
化
月
間

じ
ゃ
が
太
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ

倶
中
吹
奏
楽
部
定
期
演
奏
会

生
産
性
向
上
特
別
措
置
法ようてい法律事務所

弁護士 渡邉　恵介
☎ 21-6228


